
被保険者情報欄 氏名・生年月日の不備

被保険者（お勤めされている方）の氏名と生年月日を記
入する欄になります。被扶養者の氏名等を書かないよう
ご注意ください。

振込先指定口座欄の不備

①振込先指定口座欄の記入漏れ
②存在しない金融機関名もしくは店名の記入
③ゆうちょ銀行の支店名記入誤り（ゆうちょ銀行の場合
漢数字3桁の支店名になります。例：八二八支店など。通
帳に記載がありますのでご確認ください。）

受取代理人欄の不備

振込先指定口座欄に被保険者以外の口座を記入された
場合、受取代理人の欄をご記入いただく必要がございま
す。記入漏れにご注意ください。

出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書 不備の多い点をまとめました。

※出産育児一時金直接支払制度を利用
し、出産費用が出産育児一時金の支給額
を下回った場合、提出いただく申請書に
なります。



出産した方欄の不備

・被保険者が出産した場合：退職後、６か月以内の出産の場合
「1.はい」になります。
・被扶養者が出産した場合：健康保険証に記載の扶養認定日
より6か月以内の出産の場合「1.はい」になります。

「1.はい」と記入された場合
・被保険者が出産した場合：現在加入している保険証の保険者
名称と記号番号をご記入ください。
・被扶養者が出産した場合：協会けんぽ加入前に加入していた
保険証の保険者名称と記号番号をご記入ください。

前に加入していた保険者より出産育児一時金を受給されない
場合は「2.受けない」にチェックしてください。
※前に加入していた保険者より出産育児一時金を受給された
場合、出産時に加入中の保険者からは不支給となります。

証明書欄の不備

死産の場合は証明書欄の記載が必要となります。



添付書類

●協会けんぽからの案内を待たずに差額を請求する場合※１
★必須
①医療機関等から交付される出産費用明細書のコピー
②医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー

★該当者のみ
・医師助産師または市区町村長の証明が受けられない場合※２
出生を確認できる書類（戸籍（謄）抄本、戸籍記載事故証明書、出生届受理証明書、住民票など）
・証明書等が外国語で記載されている場合
翻訳文（翻訳者の署名、住所、電話番号を明記）

●協会けんぽからの案内により差額を請求する場合
添付書類はありません

※１ 出産費用が出産育児一時金の金額を下回る場合、協会けんぽより出産から3～4か月後に申請書が送付されます。申請書の到着を待たず
に申請することも可能であり、その場合は申請書と添付書類の提出が必要となります。

※２ 医師・助産師または市区町村長の証明は下記に該当しない場合必要ありません。
①死産の時（医師・助産師の証明等が必要です）
②出産費用明細書で出生時数と出産年月日を確認できない時


